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(57)【要約】
【課題】酸素、光および／または熱による美白成分の着色が抑制された、美白成分と増粘
剤を含有する皮膚外用組成物を提供すること。
【解決手段】（Ａ）美白成分、（Ｂ）増粘剤、および（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化
合物を含有する皮膚外用組成物。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）美白成分、（Ｂ）増粘剤、および（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物を含有
する皮膚外用組成物。
【請求項２】
　（Ａ）美白成分が、ハイドロキノンまたはその塩、ハイドロキノン誘導体、アスコルビ
ン酸またはその塩、アスコルビン酸誘導体、およびこれらを含有する植物抽出物からなる
群から選択される１種または２種以上である、請求項１に記載の皮膚外用組成物。
【請求項３】
　（Ｂ）増粘剤が、天然高分子系増粘剤、半合成高分子系増粘剤、合成高分子系増粘剤、
および無機高分子系増粘剤からなる群から選択される１種または２種以上である、請求項
１または２に記載の皮膚外用組成物。
【請求項４】
　（Ｂ）増粘剤が、カルボキシル基を有する増粘剤、スルホ基を有する増粘剤、および多
糖類系の増粘剤からなる群から選択される１種または２種以上である、請求項１～３のい
ずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項５】
　カルボキシル基を有する増粘剤がカルボキシビニルポリマーおよび／またはアクリル酸
メタクリル酸アルキル共重合体であり、スルホ基を有する増粘剤が（アクリロイルジメチ
ルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー、（アクリロイルジメチルタウ
リンアンモニウムメタクリル酸ベヘネス－２５）クロスポリマー、（アクリル酸ナトリウ
ム／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマーおよび（アクリル酸ヒドロキ
シエチル／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマーからなる群から選択さ
れる１種または２種以上であり、多糖類系の増粘剤がキサンタンガムである、請求項４に
記載の皮膚外用組成物。
【請求項６】
　（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物が、アラントインおよび／またはアラントイン
クロルヒドロキシアルミニウムである、請求項１～５のいずれかに記載の皮膚外用組成物
。
【請求項７】
　水中油型の軟膏剤、ローション剤、乳液剤、エアゾール剤、またはゲル剤である、請求
項１～６のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【請求項８】
　（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含有する皮膚外用組成物の着色を抑制する着色抑
制剤であって、（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物を含有する着色抑制剤。
【請求項９】
　（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含有する皮膚外用組成物に、（Ｃ）ヒダントイン
骨格を有する化合物を添加することによる、前記皮膚外用組成物の着色を抑制する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着色が抑制された皮膚外用組成物、着色抑制剤および着色抑制方法に関する
。特に、美白成分による着色が抑制された皮膚外用組成物等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　美白成分を含む皮膚外用組成物において、保管時に空気中の酸素、光または熱等の影響
によって徐々に着色するものがある。例えば、アルブチンおよびハイドロキノンについて
は、保管時間の経過と共に、徐々に着色して、組成物全体が変色するまで進行し、また不
溶物が析出して組成物が濁るとの問題があることが報告されている（特許文献１）。
　そこで、アルブチンおよびハイドロキノンの着色を抑制する方法が提案されている。特
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許文献１には、フラーレン類を添加することで、着色が抑制されたことが報告されている
。特許文献２には、ポリアスパラギン酸、ポリグルタミン酸またはフィチン酸を添加する
ことで、着色が抑制されたことが報告されている。
　美白成分に増粘剤を共存させると美白成分の着色がさらに促進されることを本研究者ら
は見出した。そこで、この美白成分の着色が促進された美白成分と増粘剤とを含む皮膚外
用組成物においても、その美白成分の着色を十分に抑制することが必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２３８５２３号公報
【特許文献２】特開２００５－１２００３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、酸素、光および／または熱による美白成分の着色が
抑制された、美白成分と増粘剤を含有する皮膚外用組成物を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、意外にも、美白成分と増粘剤
を含有する皮膚外用組成物に、ヒダントイン骨格を有する化合物を添加したところ、光お
よび／または熱による美白成分の着色が抑制されることを見出した。本発明は、かかる知
見に基づくものであり、具体的には、本発明は以下の通りである。
【０００６】
　［１］　（Ａ）美白成分、（Ｂ）増粘剤、および（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合
物を含有する皮膚外用組成物。
　［２］　（Ａ）美白成分が、ハイドロキノンまたはその塩、ハイドロキノン誘導体、ア
スコルビン酸またはその塩、アスコルビン酸誘導体、およびこれらを含有する植物抽出物
からなる群から選択される１種または２種以上である、［１］に記載の皮膚外用組成物。
　［３］　（Ｂ）増粘剤が、天然高分子系増粘剤、半合成高分子系増粘剤、合成高分子系
増粘剤、および無機高分子系増粘剤からなる群から選択される１種または２種以上である
、［１］または［２］に記載の皮膚外用組成物。
　［４］　（Ｂ）増粘剤が、カルボキシル基を有する増粘剤、スルホ基を有する増粘剤、
および多糖類系の増粘剤からなる群から選択される１種または２種以上である、［１］～
［３］のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
【０００７】
　［５］　カルボキシル基を有する増粘剤がカルボキシビニルポリマーおよび／またはア
クリル酸メタクリル酸アルキル共重合体であり、スルホ基を有する増粘剤が（アクリロイ
ルジメチルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー、（アクリロイルジメ
チルタウリンアンモニウムメタクリル酸ベヘネス－２５）クロスポリマー、（アクリル酸
ナトリウム／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマーおよび（アクリル酸
ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマーからなる群か
ら選択される１種または２種以上であり、多糖類系の増粘剤がキサンタンガムである、［
４］に記載の皮膚外用組成物。
　［６］　（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物が、アラントインおよび／またはアラ
ントインクロルヒドロキシアルミニウム（アルクロキサ）である、［１］～［５］のいず
れかに記載の皮膚外用組成物。
　［７］　水中油型の軟膏剤、ローション剤、乳液剤、エアゾール剤、またはゲル剤であ
る、［１］～［６］のいずれかに記載の皮膚外用組成物。
　［８］　（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含有する皮膚外用組成物の着色を抑制す
る着色抑制剤であって、（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物を含有する着色抑制剤。
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　［９］　（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含有する皮膚外用組成物に、（Ｃ）ヒダ
ントイン骨格を有する化合物を添加することによる、前記皮膚外用組成物の着色を抑制す
る方法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の皮膚外用組成物によって、美白成分と増粘剤を含有する皮膚外用組成物におい
て、酸素、光および／または熱による美白成分の着色が抑制される。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
１．皮膚外用組成物
　本発明の皮膚外用組成物は、（Ａ）美白成分、（Ｂ）増粘剤、および（Ｃ）ヒダントイ
ン骨格を有する化合物を含有する。
（Ａ）美白成分
　美白成分としては、特に限定されるものではなく、例えば、酸素、光および／または熱
によって着色する美白成分、および美白成分を含有する植物抽出物等が挙げられる。具体
的には、ハイドロキノン、ハイドロキノンの塩、ハイドロキノン誘導体、アスコルビン酸
、アスコルビン酸塩、アスコルビン酸誘導体、コウジ酸、システイン、グルタチオン、グ
ルタチオン塩、Ｎ－アシルグルタチオン、グルタチオンのエステル、フェルラ酸、フェル
ラ酸塩、グラブリジン、酢酸トコフェロール、トコフェロール誘導体、ポリフェノール類
、およびこれらを含有する植物抽出物等が挙げられる。美白成分としては、ハイドロキノ
ン、ハイドロキノンの塩、ハイドロキノン誘導体（アルブチン等）、アスコルビン酸、ア
スコルビン酸塩、アスコルビン酸誘導体、またはこれらを含有する植物抽出物が好ましい
。
【００１０】
　「ハイドロキノン誘導体」としては、特に限定されるものではなく、具体例としては、
ハイドロキノンと糖の縮合物、ハイドロキノンにＣ１～Ｃ４アルキル基を一つ導入したア
ルキルハイドロキノンと糖の縮合物等が挙げられる。これらのハイドロキノン誘導体のう
ち、特に好ましいものは、アルブチン等が挙げられる。
　アルブチンは、ハイドロキノンの配糖体であり、ウワウルシ・コケモモ・ナシ等の葉に
含まれている天然のβ－アルブチンと、ハイドロキノンにグルコースがα位で結合したα
－アルブチンの２種類がある。本発明では、いずれのアルブチンも好ましく用いられる。
【００１１】
　「アスコルビン酸誘導体」としては、特に限定されるものではなく、具体例としては、
アスコルビン酸モノステアレート、アスコルビン酸モノパルミテート、アスコルビン酸モ
ノオレエート等のアスコルビン酸モノ脂肪酸エステル類、アスコルビン酸モノリン酸エス
テル、アスコルビン酸－２－硫酸エステル等のアスコルビン酸モノエステル誘導体、アス
コルビン酸ジステアレート、アスコルビン酸ジパルミテート、アスコルビン酸ジオレエー
ト等のアスコルビン酸ジ脂肪酸エステル誘導体、アスコルビン酸トリステアレート、アス
コルビン酸トリパルミテート、アスコルビン酸トリオレエート等のアスコルビン酸トリ脂
肪酸エステル誘導体、アスコルビン酸トリリン酸エステル等のアスコルビン酸トリエステ
ル誘導体、アスコルビン酸２－グルコシドなどのアスコルビン酸グルコシド類等を挙げる
ことができる。これらのアスコルビン酸の誘導体のうち、特に好ましいものは、アスコル
ビン酸リン酸エステルマグネシウム、アスコルビン酸２－グルコシド等が挙げられる。
　「トコフェロール誘導体」としては、特に制限されるものではなく、具体例としては、
酢酸トコフェロール等のトコフェロール脂肪酸エステル類、トコフェロールリン酸エステ
ル、トコフェロールのグルコース、マルトース等との配糖体等が挙げられる。
【００１２】
　「ハイドロキノンの塩」、「アスコルビン酸塩」、「グルタチオン塩」および「フェル
ラ酸塩」における塩としては、薬学的に許容されるものであれば、特に制限されない。塩
の具体例としては、有機塩基との塩（例えば、トリメチルアミン塩、トリエチルアミン塩
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、モノエタノールアミン塩、トリエタノールアミン塩、ピリジン塩などの第３級アミンと
の塩、アルギニンなどの塩基性アンモニウム塩など）、無機塩基との塩（例えば、アンモ
ニウム塩、ナトリウム塩、カリウム塩などのアルカリ金属塩、カルシウム塩、マグネシウ
ム塩などのアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩など）などが挙げられ、好ましい塩は、
ナトリウム塩、カリウム塩等である。具体的には、アスコルビン酸ナトリウム、グルタチ
オンナトリウム、フェルラ酸ナトリウム等が挙げられる。
【００１３】
　植物抽出物としては、酸素、光および／または熱によって着色する美白成分を含有する
植物抽出物であれば特に限定されるものではなく、具体例としては、ウワウルシエキス、
コケモモエキス、セイヨウナシエキス、キイチゴエキス、コーヒーエキス、紅茶エキス、
大麦エキス、グアバエキス、アセロラエキス、オレンジエキス、レモンエキス、トウガラ
シエキス、ブロッコリーエキス、コムギエキス、酵母エキス、コメエキス、リンゴエキス
、アーティチョークエキス、パイナップルエキス、甘草エキス、シソエキス、ダイズ油、
オリーブ油、ヒマワリ油、ゴマ油、ウコンエキス、セージエキス、セイヨウサンザシエキ
ス、セイヨウノコギリソウエキス、ビルベリーエキス、ブルーベリーエキス、カキエキス
、ゴマエキス、ウコンエキス、サクラエキス、オウゴンエキス、ブドウエキス、チャエキ
ス、シソエキス、ビワエキス、ベニバナエキス、ボタンエキス、ルイボスエキス、レモン
グラスエキス、ヒメフウロエキス、メマツヨイグサエキス、グレープフルーツエキス等が
挙げることができる。
【００１４】
　美白成分は、任意の１種または２種以上を本発明の皮膚外用組成物に配合することがで
きる。
　美白成分の含有量としては、組成物の全量に対して、０．０００１質量％以上が好まし
く、０．００１質量％以上がより好ましく、０．０５質量％以上がさらにより好ましい。
また、７質量％以下が好ましく、５質量％以下がより好ましく、４質量％以下がさらによ
り好ましい。上記範囲であれば、皮膚外用組成物の通常使用量で、美白成分の生理活性が
十分に得られ、また本願発明の効果が発揮されるという点において優れたものとなる。
【００１５】
（Ｂ）増粘剤
　本発明において使用する増粘剤としては、通常の皮膚外用組成物に用いられるものであ
れば特に限定されず、例えば、天然高分子系増粘剤、半合成高分子系増粘剤、合成高分子
系増粘剤、無機高分子系増粘剤等がある。
　「天然高分子系増粘剤」としては、例えば、カラギーナン、寒天、ファーセラン、グア
ーガム、タマリンドガム、デキストリン、デンプン、ローカストビーンガム、アラビノガ
ラクタン、ペクチン、小麦タンパク質、大豆タンパク質、キトサン、ヒアルロン酸、コン
ドロイチン硫酸、アルブミン、ゼラチン、カゼイン、可溶性コラーゲン、カードラン、キ
サンタンガム、ジェランガム、シクロデキストリン、デキストラン、プルラン等が挙げら
れる。
　これら天然高分子系増粘剤のうち、カラギーナン、デキストリン、ペクチン、ヒアルロ
ン酸、コンドロイチン硫酸、可溶性コラーゲン、カードラン、キサンタンガム、シクロデ
キストリン、デキストラン、プルラン等が好ましく、ヒアルロン酸、キサンタンガム、カ
ラギーナン等がさらに好ましい。
【００１６】
　「半合成高分子系増粘剤」としては、例えば、結晶性セルロース、メチルセルロース、
エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロ
キシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセル
ロース、カチオン化セルロース、カルボキシメチルデンプン、メチルデンプン、可溶性デ
ンプン、デンプンリン酸エステル、アルギン酸プロピレングリコールエステル、アルギン
酸塩、カチオン化グアーガム、ヒドロキシプロピル化グアーガム等が挙げられる。
　これら半合成高分子系増粘剤のうち、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキ
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シメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒド
ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カチオン化セルロー
ス、アルギン酸塩等が好ましく、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アルギン酸塩、メチルセルロース等がさら
に好ましい。
【００１７】
　「合成高分子系増粘剤」としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ
ドン、ポリビニルメチルエーテル、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メタクリル酸
アルキル共重合体、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、デキストリン
脂肪酸エステル、ペクチン、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウ
リンナトリウム）コポリマー、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、（アク
リロイルジメチルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー、（アクリロイ
ルジメチルタウリンアンモニウムメタクリル酸ベヘネス－２５）クロスコポリマー、（ア
クリロイルジメチルタウリンアンモニウム／メタクリル酸ステアレス－２５）クロスポリ
マー、ジステアリン酸ポリエチレングリコール、トリイソステアリン酸エチレングリコー
ル、トリイソステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）メチルグルコシド、ビニルピロリ
ドン／２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、ジメチルアクリル
アミド／２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、アクリルアミド
／アクリル酸／２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、ポリアク
リルアミドとポリアクリル酸の混合物、アクリル酸／２－アクリルアミド－２－メチルプ
ロパンスルホン酸共重合体、アクリルアミド／２－アクリルアミド－２－メチルプロパン
スルホン酸共重合体、ポリアクリルアミド、アクリルアミド／アクリル酸共重合体、２－
アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸のホモポリマー、およびビニルホルムア
ミド／２－アクリルアミド－２－メチルプロパンスルホン酸共重合体、アクリル酸ナトリ
ウム／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム共重合体、高分子シリコーン、ポリエチ
レンオキシド等が挙げられる。
【００１８】
　これら合成高分子系増粘剤のうち、カルボキシビニルポリマー、アクリル酸メタクリル
酸アルキル共重合体、ポリアクリル酸ナトリウム、デキストリン脂肪酸エステル、ペクチ
ン、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリ
マー、ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト、（アクリロイルジメチルタウリ
ンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー等が好ましく、カルボキシビニルポリマ
ー、アクリル酸メタクリル酸アルキル共重合体、ジメチルジステアリルアンモニウムヘク
トライト、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマ
ー等がさらに好ましい。
　「無機高分子系増粘剤」としては、例えば、ベントナイト、ラポナイト、スメクタイト
、微粒子酸化ケイ素、コロイダルアルミナ等が挙げられる。これら無機高分子系増粘剤の
うち、ベントナイト、ラポナイト、スメクタイト、微粒子酸化ケイ素、コロイダルアルミ
ナ等が好ましく、ベントナイト等がさらに好ましい。
【００１９】
　本願発明の効果を発揮するには、増粘剤（Ｂ）は、カルボキシル基を有する増粘剤、ス
ルホ基を含有する増粘剤、多糖類系の増粘剤であることが望ましい。
　「カルボキシル基を有する増粘剤」としては、アクリル系モノマー、メタクリル系モノ
マー等のモノマーの重合体またはこれらの共重合体等が挙げられる。
　モノマーとしては、例えば
　ＣＨ２＝Ｃ（Ｒ１）－ＣＯＯ－Ｒ２　　　（１）
［式中、Ｒ１は、水素原子または低級（Ｃ１～Ｃ４）アルキルを示す。
　Ｒ２は、水素原子、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ５～Ｃ７シクロアルキル、フェニル、ヒ
ドロキシＣ１～Ｃ６アルキル、アミノ低級（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、ジ（Ｃ１～Ｃ４アル
キル）アミノ－Ｃ１～Ｃ４アルキル、またはエチレンジヒドロキシリン酸基を示す。］
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で表されるモノマー等が挙げられる。
　式（１）のモノマーにおいて、Ｒ１は、水素原子またはメチルであるのが好ましく、Ｒ
２は、水素原子、Ｃ１～Ｃ８アルキル、フェニル、ヒドロキシ低級（Ｃ１～Ｃ４）アルキ
ル、アミノ低級（Ｃ１～Ｃ４）アルキル、エチレンジヒドロキシリン酸基が好ましい。
【００２０】
　アクリル系モノマーとしては、例えば、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エ
チル、アクリル酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ヘキシル、アクリル酸２－エ
チルへキシル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸フェニル、アクリル酸β－ヒドロ
キシエチル、アクリル酸γ－ヒドロキシブチル、アクリル酸δ－ヒドロキシブチル、アク
リル酸γ－アミノプロピル、アクリル酸γ－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル、アクリル
酸γ－Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノプロピル等が挙げられる。これらアクリル系モノマーのう
ち、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、アクリル
酸ブチル、アクリル酸ヘキシルが好ましく、アクリル酸、アクリル酸メチル、アクリル酸
エチル、アクリル酸プロピルがさらに好ましい。
【００２１】
　メタクリル系モノマーとしては、例えば、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、メタク
リル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ヘキシル、メ
タクリル酸２－エチルヘキシル、メタクリル酸－２，３－ジヒドロキシプロピル、グリシ
ジルメタクリレート、メタクリル酸β－ヒドロキシエチル、メタクリル酸β－ヒドロキシ
プロピル、メタクリル酸β－アミノエチル、メタクリル酸β－Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエ
チル等が挙げられる。これらメタクリル系モノマーのうち、メタクリル酸、メタクリル酸
メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル
酸ヘキシルが好ましく、メタクリル酸、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタ
クリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ヘキシルがさらに好ましい。
【００２２】
　好ましい重合体としては、例えば、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリアクリル酸、架橋
ポリアクリル酸ナトリウム、架橋ポリアクリル酸（カルボキシビニルポリマー）、ポリメ
タクリル酸、ポリメタクリル酸メチル、ポリメタクリル酸エチル、ポリメタクリル酸プロ
ピル、ポリメタクリル酸ブチル、ポリメタクリル酸ヘキシル等が挙げられる。
　好ましい共重合体としては、アクリル系モノマーとメタクリル系モノマ－との共重合体
等が挙げられ、組成物とし際にみずみずしい使用感が付与でき、快適な使用感を兼ね備え
る点で好ましい。アクリル系モノマーとメタクリル系モノマ－との好ましい共重合体とし
ては、アクリル酸メタクリル酸アルキル共重合体が挙げられる。
【００２３】
　「スルホ基を有する増粘剤」としては、例えば、アクリロイルジメチルタウリン系モノ
マーと、メタクリル系モノマ－、アクリル系モノマー、ビニルピロリドン系モノマーとの
共重合体等が挙げられる。具体的な共重合体としては、以下のものが挙げられる。
(1)（アクリル酸ナトリウム／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマー（
アクリル酸ナトリウムとアクリロイルジメチルタウリンナトリウムの共重合体である）
(2)（アクリルアミド／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリマー（アクリ
ルアミドとアクリロイルジメチルタウリン酸ナトリウムの共重合体である）
(3)（ジメチルアクリルアミド／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）クロスポリ
マー（ジメチルアクリルアミドとアクリロイルジメチルタウリンナトリウムをメチレンビ
スアクリルアミドで架橋した共重合体である）
(4)（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンナトリウム）コポリ
マー（アクリル酸ヒドロキシエチルとアクリロイルジメチルタウリン酸のナトリウム塩か
らなる共重合体である）
(5)（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウムメタクリル酸ベヘネス－２５）クロス
ポリマー（アクリロイルジメチルタウリンのアンモニウム塩とベヘニルアルコールのポリ
エチレングリコールエーテルのメタクリル酸エステルとの共重合体である）
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(6)（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー（ア
クリロイルジメチルタウリンのアンモニウム塩とビニルピロリドンの共重合体である）
【００２４】
　スルホ基を有する増粘剤としては、（アクリル酸ナトリウム／アクリロイルジメチルタ
ウリンナトリウム）コポリマー、(アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチル
タウリンナトリウム）コポリマー、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウムメタク
リル酸ベヘネス－２５）クロスポリマー、（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム
／ビニルピロリドン）コポリマー等が好ましい。
【００２５】
　「多糖類系の増粘剤」としては、例えば、カラギーナン、寒天、ファーセラン、グアー
ガム、タマリンドガム、デキストリン、デンプン、ローカストビーンガム、アラビノガラ
クタン、ペクチン、小麦タンパク質、大豆タンパク質、キトサン、コンドロイチン硫酸、
アルブミン、ゼラチン、カゼイン、可溶性コラーゲン、カードラン、キサンタンガム、ジ
ェランガム、シクロデキストリン、デキストラン、プルラン、結晶性セルロース、メチル
セルロース、エチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース、カチオン化セルロース、カルボキシメチルデンプン、メチルデンプ
ン、可溶性デンプン、デンプンリン酸エステル、アルギン酸プロピレングリコールエステ
ル、アルギン酸塩、カチオン化グアーガム、ヒドロキシプロピル化グアーガム等が挙げら
れる。
【００２６】
　これら多糖類系の増粘剤のうち、カラギーナン、デキストリン、ペクチン、ヒアルロン
酸、ヒアルロン酸ナトリウム、アセチルヒアルロン酸ナトリウム、加水分解ヒアルロン酸
、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリアンモニウム、加水分解ヒアルロン酸亜鉛、ヒア
ルロン酸クロスポリマーナトリウム、ヒアルロン酸ＰＧ、コンドロイチン硫酸、可溶性コ
ラーゲン、カードラン、キサンタンガム、シクロデキストリン、デキストラン、プルラン
等が好ましく、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウム、アセチルヒアル
ロン酸ナトリウム、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリアンモ
ニウム、加水分解ヒアルロン酸亜鉛、ヒアルロン酸クロスポリマーナトリウム、ヒアルロ
ン酸ＰＧ、キサンタンガム、カラギーナン、メチルセルロース、エチルセルロース、カル
ボキシメチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、
ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、カチオン化セル
ロース、アルギン酸塩等が好ましく、キサンタンガム、カルボキシメチルセルロース、ヒ
ドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、アルギン酸塩、メチ
ルセルロース等がさらに好ましい。
【００２７】
　増粘剤は、任意の１種または２種以上を本発明の皮膚外用組成物に配合することができ
る。
　増粘剤の含有量は、組成物の全量に対して、０．０００１質量％以上が好ましく、０．
００１質量％以上がより好ましく、０．０１質量％以上がさらにより好ましい。上記範囲
であれば、良好な使用感が得られる。また、５質量％以下が好ましく、３質量％以下がよ
り好ましく、２質量％以下がさらにより好ましい。上記範囲であれば、粘度が高すぎるこ
とがなく、美白成分を皮膚外用組成物中に分散させることができる。
　また、美白成分の含有量と、増粘剤の含有量との比率（美白成分：増粘剤）は、質量比
で、１：０．００１～１０が好ましく、１：０．０３～５がより好ましく、１：０．０１
～３がさらにより好ましく、１：０．０５～１が最も好ましい。
【００２８】
（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物
　ヒダントイン骨格を有する化合物としては、例えば、皮膚外用剤等に添加することがで
きるヒダントイン骨格を有する化合物が挙げられ、具体的には、アラントイン、アラント
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インクロルヒドロキシアルミニウム（アルクロキサ）、イミダゾリジニル尿素等が挙げら
れる。これらヒダントイン骨格を有する化合物のうち、アラントインおよび／またはアラ
ントインクロルヒドロキシアルミニウム（アルクロキサ）が好ましい。
　ヒダントイン骨格の含有量は、組成物の全量に対して、０．００１質量％以上が好まし
く、０．００３質量％以上がより好ましく、０．０１質量％以上がさらにより好ましく、
０．０３質量％以上が最も好ましい。また、２質量％以下が好ましく、１質量％以下がよ
り好ましく、０．５質量％以下がさらにより好ましく、０．３質量％が最も好ましい。上
記範囲であれば、本願発明の効果を発揮することができる。
　ヒダントイン骨格を有する化合物は、高濃度配合するとヒダントイン骨格を有する化合
物自身も変色するため、本願発明の効果を十分発揮することができない可能性がある。
　また、美白成分の含有量と、ヒダントイン骨格を有する化合物の含有量との比率（美白
成分：ヒダントイン骨格を有する化合物）は、質量比で、１：０．０１～１が好ましく、
１：０．０３～０．３がより好ましく、１：０．０５～０．２がさらにより好ましい。
　また、増粘剤の含有量と、ヒダントイン骨格を有する化合物の含有量との比率（増粘剤
：ヒダントイン骨格を有する化合物）は、質量比で、１：０．００１～１が好ましく、１
：０．００３～０．７がより好ましく、１：０．０１～０．５がさらにより好ましい。
【００２９】
　本発明の皮膚外用組成物には、変色抑制作用を増強する観点から、更にキレート剤を含
有することが好ましい。
　キレート剤は、金属イオンをキレートする能力を有するものであれば特に制限されもの
ではなく、例えば、エデト酸、エデト酸塩類（エデト酸二ナトリウム、エデト酸カルシウ
ム二ナトリウム、エデト酸三ナトリウム、エデト酸四ナトリウム）、フマル酸、酒石酸、
ニトリロ三酢酸、トリヒドロキシメチルアミノメタン、メタリン酸、ヘキサメタリン酸、
クエン酸およびそれらの塩等が挙げられる。
　キレート剤の含有量は、組成物の全量に対して、０．０１質量％以上が好ましく、０．
０２質量％以上がより好ましく、０．０５質量％以上がさらにより好ましい。また、２質
量％以下が好ましく、１質量％以下がより好ましく、０．５質量％以下がさらにより好ま
しい。上記範囲であれば、本願発明の効果を発揮することができる。
【００３０】
　皮膚外用組成物を皮膚外用剤として用いるのに適したｐＨに調整するために、ｐＨ調整
剤を本発明の皮膚外用組成物に加えることができる。ｐＨ調整剤としては、例えば、無機
酸（塩酸、硫酸など）、有機酸（乳酸、乳酸ナトリウム、クエン酸、クエン酸ナトリウム
、コハク酸、コハク酸ナトリウムなど）、無機塩基（水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
など）、および有機塩基（トリエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、トリイソ
プロパノールアミンなど）などが挙げられる。皮膚外用組成物として用いるのに適したｐ
Ｈとしては、例えば３～８が挙げられ、好ましくは４～７が挙げられる。ｐＨ調整剤は、
目的にｐＨに達するまでの量が用いられる。
【００３１】
　本発明の皮膚外用組成物は、水を含んでいても、含まなくてもよいが、水を含むことが
好ましい。水を含む場合の水の含有量は、皮膚外用組成物の全量に対して、０質量％を超
えていればよく、０．５質量％以上が好ましく、１質量％以上がより好ましい。上記範囲
であれば、経時的な成分の析出が抑制されて、安定な組成物となる。また、水の含有量は
、皮膚外用組成物の全量に対して、９０質量％以下が好ましく、８５質量％以下がより好
ましく、８０質量％以下がさらにより好ましい。上記範囲であれば、十分な着色抑制効果
を得ながら、経時的な成分分離が抑制され、使用感の良い組成物となる。
【００３２】
２．製剤形態
　本発明の皮膚外用組成物は、美白成分、増粘剤およびヒダントイン骨格を有する化合物
を、化粧品または医薬部外品に通常使用される基剤または担体、および必要に応じて添加
剤と共に混合して、化粧品または医薬部外品用の皮膚外用組成物とすることができる。
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　皮膚外用組成物の形態は、特に限定されず、例えば、軟膏剤、ローション剤、乳液剤、
エアゾール剤、ゲル剤、クリーム剤、液剤、懸濁剤、リニメント剤、スティック剤、不織
布に薬液を含浸させたシート剤等が挙げられる。中でも、軟膏剤、ローション剤、乳液剤
、エアゾール剤、ゲル剤等が好ましい。クリーム剤、乳剤のように、油性基剤と水性基剤
とを含む場合は、Ｗ／Ｏ型でもよいが、Ｏ／Ｗ型が好ましい。
　本発明の皮膚外用組成物の具体的な用途としては、例えば、化粧水、乳液、ジェル、ク
リーム、美容液、日焼け止め用化粧料、パック、マスク、ハンドクリーム、ボディローシ
ョン、ボディークリーム等の基礎化粧料、および洗顔料、メイク落とし、ボディーシャン
プー、シャンプー、リンス、トリートメント等の洗浄用化粧料などが挙げられる。
【００３３】
　基剤または担体としては、例えば、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、ゲル化炭
化水素（プラスチベースなど）、オゾケライト、α－オレフィンオリゴマー、軽質流動パ
ラフィン等の炭化水素；メチルポリシロキサン、高重合メチルポリシロキサン、環状シリ
コーン、アルキル変性シリコーン、アミノ変性シリコーン、ポリエーテル変性シリコーン
、ポリグリセリン変性シリコーン、シリコーン・アルキル鎖共変性ポリエーテル変性シリ
コーン、シリコーン・アルキル鎖共変性ポリグリセリン変性シリコーン、ポリエーテル変
性分岐シリコーン、ポリグリセリン変性分岐シリコーン、アクリルシリコーン、フェニル
変性シリコーン、シリコーンレジン等のシリコーン油；セタノール、セトステアリルアル
コール、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール等の高級アルコール；ポリビニルブ
チラート；ポリエチレングリコール；ジオキサン；ブチレングリコールアジピン酸ポリエ
ステル；ミリスチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オクチルドデシル、パルミチン酸イソ
プロピル、パルミチン酸セチル、イソノナン酸イソノニル、テトラ２－エチルヘキサン酸
ペンタエリスリット、ホホバ油等のエステル類；デキストリン、マルトデキストリン等の
多糖類；エタノール、イソプロパノール等の低級アルコール；エチレングリコールモノメ
チルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エチレングリコールモノプロピ
ルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノエチ
ルエーテル、ジエチレングリコールモノプロピルエーテル、ジエチレングリコールモノブ
チルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、プロピレングリコールモノプ
ロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノエチルエーテル、ジプロピレングリコール
モノプロピルエーテル等のグリコールエーテル；ポリエチレングリコール、プロピレング
リコール、１，３－ブチレングリコール、グリセリン、イソプレングリコール、ジグリセ
リン、ジプロピレングリコール等の多価アルコール；および水などの水系基剤などが挙げ
られる。
【００３４】
　美白成分には、水中で不安定になるものがあるため、本発明の皮膚外用組成物は、基剤
または担体として、水を含む組成物に好適であるが、水を含まない組成物でも効果が得ら
れる。水を含まない組成物における基剤としては、例えば、多価アルコール、高級アルコ
ール、炭化水素、エステル類、シリコーン油等が好ましく、多価アルコールがより好まし
い。多価アルコールの中では、１，３－ブチレングリコール、プロピレングリコール、イ
ソプレングリコール、グリセリン、ジグリセリン、ジプロピレングリコール、１，２－ペ
ンタンジオールが好ましく、１，３－ブチレングリコール、プロピレングリコール、グリ
セリン、ジグリセリン、および１，２－ペンタンジオールがさらにより好ましい。本発明
の組成物の好ましい例として、基剤として多価アルコールを含むクリーム剤、ゲル剤、乳
剤等が挙げられる。
　基剤または担体は、１種を単独で、または２種以上を組み合わせて使用できる。
【００３５】
　本発明の皮膚外用組成物には、本発明の効果を損なわない範囲で、化粧品または医薬部
外品に添加される公知の添加剤、例えば、酸化防止剤、界面活性剤、保存剤、安定化剤、
刺激軽減剤、防腐剤、着色剤、香料、パール光沢付与剤等を添加することができる。添加
剤は、１種を単独で、または２種以上を組み合わせて使用できる。
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　酸化防止剤としては、例えば、ジブチルヒドロキシトルエン、ブチルヒドロキシアニソ
ール、ソルビン酸、亜硫酸ナトリウム、エリソルビン酸、Ｌ－システイン塩酸塩等が挙げ
られる。
【００３６】
　界面活性剤としては、例えば、ソルビタンモノイソステアレート、ソルビタンモノラウ
レート、ソルビタンモノパルミテート、ソルビタンモノステアレート、ペンタ－２－エチ
ルヘキシル酸ジグリセロールソルビタン、テトラ－２－エチルヘキシル酸ジグリセロール
ソルビタン等のソルビタン脂肪酸エステル類；モノステアリン酸プロピレングリコール等
のプロピレングリコール脂肪酸エステル類；ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油４０（ＨＣ
Ｏ－４０）、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油５０（ＨＣＯ－５０）、ポリオキシエチレ
ン硬化ヒマシ油６０（ＨＣＯ－６０）、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油８０等の硬化ヒ
マシ油誘導体；モノラウリル酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン（ポリソルベート
２０）、モノステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン（ポリソルベート６０
）、モノオレイン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン（ポリソルベート８０）、イ
ソステアリン酸ポリオキシエチレン（２０）ソルビタン等のポリオキシエチレンソルビタ
ン脂肪酸エステル類；ポリオキシエチレンモノヤシ油脂肪酸グリセリル；グリセリンアル
キルエーテル；アルキルグルコシド；ポリオキシエチレンセチルエーテル等のポリオキシ
アルキレンアルキルエーテル；ステアリルアミン、オレイルアミン等のアミン類；および
ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体、ラウリルＰＥＧ－９ポリジメチル
シロキシエチルジメチコン、ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン等のシリ
コーン系界面活性剤などが挙げられる。
【００３７】
　防腐剤または保存剤としては、例えば、安息香酸、安息香酸ナトリウム、デヒドロ酢酸
、デヒドロ酢酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸イソブチル、パラオキシ安息香酸イソプ
ロピル、パラオキシ安息香酸ブチル、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸プ
ロピル、パラオキシ安息香酸ベンジル、パラオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノー
ル、ベンジルアルコール、クロロブタノール、ソルビン酸およびその塩、グルコン酸クロ
ルヘキシジン、アルカンジオール等が挙げられる。
　安定化剤としては、例えば、ジブチルヒドロキシトルエン、ビチルヒドロキシアニソー
ル等が挙げられる。
【００３８】
　本発明の外用組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、その他の有効成分を含むこ
とができる。有効成分の具体例としては、例えば、保湿成分、抗炎症成分、抗菌成分、ビ
タミン類、ペプチドまたはその誘導体、アミノ酸またはその誘導体、細胞賦活化成分、老
化防止成分、血行促進成分、角質軟化成分、収斂成分等が挙げられる。その他の有効成分
は１種を単独で、または２種以上を組み合わせて使用できる。
　保湿成分としては、例えば、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、プロピレング
リコール、ポリエチレングリコール、ジグリセリントレハロース等の多価アルコール；ヒ
アルロン酸ナトリウム、ヘパリン類似物質、コンドロイチン硫酸ナトリウム、コラーゲン
、エラスチン、ケラチン、キチン、キトサン等の高分子化合物；グリシン、アスパラギン
酸、アルギニン等のアミノ酸；乳酸ナトリウム、尿素、ピロリドンカルボン酸ナトリウム
等の天然保湿因子；セラミド、コレステロール、リン脂質等の脂質；カミツレエキス、ハ
マメリスエキス等の植物抽出エキスなどが挙げられる。
【００３９】
　抗炎症成分としては、例えば、植物（例えば、コンフリー）に由来する成分、グリチル
リチン酸またはその誘導体、酸化亜鉛、塩酸ピリドキシン、サリチル酸またはその誘導体
、ε-アミノカプロン酸等が挙げられる。
　抗菌または殺菌成分としては、例えば、クロルヘキシジン、サリチル酸、塩化ベンザル
コニウム、アクリノール、イオウ、レゾルシン、エタノール、塩化ベンゼトニウム、アダ
パレン、過酸化ベンゾイル、クリンダマイシン、クレゾール、グルコン酸またはその誘導
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体、ポピドンヨード、ヨウ化カリウム、ヨウ素、イソプロピルメチルフェノール、トリク
ロカルバン、トリクロサン、感光素１０１号、感光素２０１号、パラベン、フェノキシエ
タノール、１，２-ペンタンジオール、塩酸アルキルジアミノグリシン、グルコン酸クロ
ルヘキシジン、パラフェノールスルホン酸亜鉛等が挙げられる。
【００４０】
　ビタミン類としては、例えば、リボフラビン、フラビンモノヌクレオチド、フラビンア
デニンジヌクレオチド、リボフラビン酪酸エステル、リボフラビンテトラ酪酸エステル、
リボフラビン５’－リン酸エステルナトリウム、リボフラビンテトラニコチン酸エステル
等のビタミンＢ２類；ニコチン酸ｄｌ－α－トコフェロール、ニコチン酸ベンジル、ニコ
チン酸メチル、ニコチン酸β－ブトキシエチル、ニコチン酸１－（４－メチルフェニル）
エチル等のニコチン酸類；メチルヘスペリジン、エルゴカルシフェロール、コレカルシフ
ェロール等のビタミンＤ類；フィロキノン、ファルノキノン等のビタミンＫ類；γ－オリ
ザノール、ジベンゾイルチアミン、ジベンゾイルチアミン塩酸塩、チアミン塩酸塩、チア
ミンセチル塩酸塩、チアミンチオシアン酸塩、チアミンラウリル塩酸塩、チアミン硝酸塩
、チアミンモノリン酸塩、チアミンリジン塩、チアミントリリン酸塩、チアミンモノリン
酸エステルリン酸塩、チアミンモノリン酸エステル、チアミンジリン酸エステル、チアミ
ンジリン酸エステル塩酸塩、チアミントリリン酸エステル、チアミントリリン酸エステル
モノリン酸塩等のビタミンＢ１類；塩酸ピリドキシン、酢酸ピリドキシン、塩酸ピリドキ
サール、５’－リン酸ピリドキサール、塩酸ピリドキサミン等のビタミンＢ６類；シアノ
コバラミン、ヒドロキソコバラミン、デオキシアデノシルコバラミン等のビタミンＢ１２

類；葉酸、プテロイルグルタミン酸等の葉酸類；ニコチン酸、ニコチン酸アミド等のニコ
チン酸類；パントテン酸、パントテン酸カルシウム、パントテニルアルコール（パンテノ
ール）、Ｄ－パンテサイン、Ｄ－パンテチン、補酵素Ａ、パントテニルエチルエーテル等
のパントテン酸類；ビオチン、ビオチシン等のビオチン類；およびカルニチン、フェルラ
酸、α－リポ酸、オロット酸等のビタミン様作用因子などが挙げられる。
【００４１】
　ペプチドまたはその誘導体としては、例えば、ケラチン分解ペプチド、加水分解ケラチ
ン、コラーゲン、魚由来コラーゲン、アテロコラーゲン、ゼラチン、エラスチン、エラス
チン分解ペプチド、コラーゲン分解ペプチド、加水分解コラーゲン、塩化ヒドロキシプロ
ピルアンモニウム加水分解コラーゲン、エラスチン分解ペプチド、コンキオリン分解ペプ
チド、加水分解コンキオリン、シルク蛋白分解ペプチド、加水分解シルク、ラウロイル加
水分解シルクナトリウム、大豆蛋白分解ペプチド、加水分解大豆蛋白、小麦蛋白、小麦蛋
白分解ペプチド、加水分解小麦蛋白、カゼイン分解ペプチド、およびアシル化ペプチド（
パルミトイルオリゴペプチド、パルミトイルペンタペプチド、パルミトイルテトラペプチ
ド等）などが挙げられる。
【００４２】
　アミノ酸またはその誘導体としては、例えば、ベタイン（トリメチルグリシン）、プロ
リン、ヒドロキシプロリン、アルギニン、リジン、セリン、グリシン、アラニン、フェニ
ルアラニン、β－アラニン、スレオニン、グルタミン酸、グルタミン、アスパラギン、ア
スパラギン酸、シスチン、メチオニン、ロイシン、イソロイシン、バリン、ヒスチジン、
タウリン、γ－アミノ酪酸、γ－アミノ－β－ヒドロキシ酪酸、カルニチン、カルノシン
、クレアチン等が挙げられる。
　細胞賦活化成分としては、例えば、γ-アミノ酪酸、及びε-アミノプロン酸などのアミ
ノ酸類；レチノール、チアミン、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、パントテン酸類等の
ビタミン類；グリコール酸、乳酸等のα-ヒドロキシ酸類；タンニン；フラボノイド；サ
ポニン；および感光素３０１号などが挙げられる。
　老化防止成分としては、例えば、パンガミン酸、カイネチン、ウルソール酸、スフィン
ゴシン誘導体、ケイ素、ケイ酸、Ｎ－メチル－Ｌ－セリン、メバロノラクトン等が挙げら
れる。
【００４３】
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　血行促進作用成分としては、例えば、植物（例えば、オタネニンジン、アシタバ、アル
ニカ、イチョウ、ウイキョウ、エンメイソウ、オランダカシ、カミツレ、ローマカミツレ
、カロット、ゲンチアナ、ゴボウ、サンザシ、シイタケ、セイヨウネズ、センキュウ、セ
ンブリ、タイム、チョウジ、チンピ、トウキ、トウニン、トウヒ、ニンジン、ニンニク、
ブッチャーブルーム、ボタン、マロニエ、メリッサ、ユズ、ヨクイニン、ローズマリー、
ローズヒップ、チンピ、トウキ、トウヒ、モモ、アンズ、クルミ、トウモロコシ等）に由
来する成分；およびグルコシルヘスペリジンなどが挙げられる。
　角質軟化成分としては、例えば、尿素、サリチル酸、グリコール酸、フルーツ酸、フィ
チン酸、イオウ等が挙げられる。
　収斂成分としては、例えば、パラフェノールスルホン酸亜鉛、酸化亜鉛、メントール、
エタノール等が挙げられる。
【００４４】
　本発明の皮膚外用組成物の使用方法としては、使用対象の皮膚の状態、年齢および性別
などによって異なるが、例えば、１日数回（例えば、約１～５回、好ましくは１～３回）
、１回当たり適量（例えば、約０．０５～５ｇ）を皮膚に塗布すればよい。また、美白成
分の１日使用量が、例えば約０．００５～５０００ｍｇとなるように組成物を塗布すれば
よい。塗布期間は、例えば約３～３６５日間、好ましくは約７～１８０日間とすればよい
。
【００４５】
３．着色抑制剤および着色抑制方法
　本発明の着色抑制剤および着色抑制方法は、（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物に
よって、（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含有する皮膚外用組成物の着色を抑制する
ことに基づく発明である。具体的には、それぞれ、（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を
含有する皮膚外用組成物の着色を抑制する着色抑制剤であって、（Ｃ）ヒダントイン骨格
を有する化合物を含有する着色抑制剤、ならびに（Ａ）美白成分および（Ｂ）増粘剤を含
有する皮膚外用組成物に、（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物を添加することによる
、前記皮膚外用組成物の着色を抑制する方法である。
【００４６】
　（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物の皮膚外用組成物に添加する添加量は、皮膚外
用組成物の全量に対して、０．００１質量％以上が好ましく、０．００３質量％以上がよ
り好ましく、０．０１質量％以上がさらにより好ましく、０．０３質量％以上が最も好ま
しい。また、２質量％以下が好ましく、１質量％以下がより好ましく、０．５質量％以下
がさらにより好ましく、０．３質量％が最も好ましい。
　また、（Ｃ）ヒダントイン骨格を有する化合物を添加する、（Ａ）美白成分および（Ｂ
）増粘剤を含有する皮膚外用組成物としては、（Ａ）美白成分の皮膚外用組成物における
含有量が、美白成分が美白効果を示す最小含有量以上であって、０．０００１質量％以上
が好ましく、０．００１質量％以上がより好ましく、０．０５質量％以上がさらにより好
ましい。また、７質量％以下が好ましく、５質量％以下がより好ましく、３質量％以下が
さらにより好ましい。また、（Ｂ）増粘剤の含有量は、皮膚外用組成物の全量に対して、
０．０００１質量％以上が好ましく、０．００１質量％以上がより好ましく、０．０１質
量％以上がさらにより好ましい。上記範囲であれば、良好な使用感が得られる。また、５
質量％以下が好ましく、３質量％以下がより好ましく、２質量％以下がさらにより好まし
い。
【実施例】
【００４７】
　以下、本発明を実施例、比較例および試験例によりさらに詳細に説明するが、本発明は
これらに何ら限定されるものではない。
皮膚外用組成物の調製
　表１および表２に従って、各成分を秤量し、実施例１～５および比較例１～３の皮膚外
用組成物を調製した。実施例１～３の皮膚外用組成物は、それぞれ比較例１～３の皮膚外
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用組成物に（Ｃ）成分のアラントインを添加したものに相当する。
【表１】

【００４８】
【表２】

【００４９】
＜使用成分＞
　アルブチン：日本精化社製
　アクリル酸メタクリル酸アルキル共重合体：Carbopol Ultrez 21 polymer（ルーブリゾ
ール社製）
　（アクリロイルジメチルタウリンアンモニウム／ビニルピロリドン）コポリマー：Aris
tfrex AVC（クラリアントジャパン社製）
　キサンタンガム：エコーガムＴ（大日本住友製薬社製）
　アラントイン：パーマケム・アジア社製
【００５０】
試験例１
加速試験による着色の評価
　調製した実施例１～３および比較例１～３の皮膚外用組成物を３０ｍＬづつ、５０ｍＬ
ガラスバイアル瓶に充填して、熱安定性試験（６０℃・２週間）を行った。２週間後、実
施例１～３および比較例１～３の皮膚外用組成物の着色を、目視および分光測色計（コニ
カミノルタオプティクス；ＣＭ－５、観察光源；Ｄ６５）で評価した。
（１）目視評価
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　以下のスコアに従って、目視評価の評点をつけた。
＜目視評価のスコア＞
　０：　着色なし
　１：　ほぼ着色なし
　２：　やや着色
　３：　着色
　４：　やや強い着色
　５：　強い着色
　実施例１～３および比較例１～３の皮膚外用組成物の熱試験前と熱試験後における着色
の目視評価の結果を表３に示す。
【表３】

【００５１】
（２）分光測色計での評価
　分光測色計を用いて、ｂ値によって熱試験後の製剤の着色を評価した。具体的には、加
速試験後に、実施例１、２および比較例１、２のｂ値を測定し、対応する実施例と比較例
のｂ値の差（Δｂ値＝比較例のｂ値－実施例のｂ値）を算出して評価した。
　ｂ値は透明感を示す指標として利用されている。このためΔｂ値が大きいほど製剤の着
色の抑制効果を発揮していることを表す。ｂ値およびΔｂ値の結果を表４に示す。
【００５２】
【表４】

【００５３】
　比較例１～３の皮膚外用組成物では、製剤の着色が生じたが、アラントインを添加した
実施例１～３では、その着色はいずれも抑制された。特に、カルボキシル基を有する増粘
剤を含有する実施例１の皮膚外用組成物では、実施例２および３の皮膚外用組成物と比較
して、着色が顕著に抑制された。
【００５４】
試験例２
加速試験による着色の評価
　調製した実施例４、５および比較例１の皮膚外用組成物を３０ｍＬづつ、５０ｍＬガラ
スバイアル瓶に充填して、熱安定性試験（６０℃・３週間）と光安定性試験（２０～２５
℃で総照度２３０万ｌｕｘ・ｈｒ）の加速試験をそれぞれ行った。加速試験終了後、実施
例４、５および比較例１の皮膚外用組成物の着色を、分光測色計（コニカミノルタオプテ
ィクス；ＣＭ－５、観察光源；Ｄ６５）で、試験例１と同様にして評価した。熱安定性試
験および光安定性試験の結果を、それぞれ表５および表６に示す。
【００５５】
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【表５】

【００５６】
【表６】

【００５７】
　表５および表６に示した通り、アラントインを添加した実施例４および５の皮膚外用組
成物は、熱安定性試験および光安定性試験のいずれにおいても、着色が抑制された。キレ
ート剤をさらに添加した実施例４の皮膚外用組成物は、実施例５の皮膚外用組成物よりも
熱安定性および光安定性が優れていた。
【００５８】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではないと考え
られるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく請求の範囲によって示され、請
求の範囲と均等の意味、および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図される。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明の皮膚外用組成物によって、美白成分と増粘剤を含有する皮膚外用組成物におい
て、酸素、光および／または熱による美白成分の着色が抑えられる。
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